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全日本教職員組合などが主催した「安倍『教

育再生』ストップ！憲法を守り、いかそう

３・２９全国学習決起集会」が３月２９日、

東京日比谷野外音楽堂で開催され、全国から

約２７００人の組合員が参加しました。

軍事力強化＝教育への介入

集会では全教加盟組織からの取り組みに加

え、保護者や高校生も壇上から意見を述べま

した。また小森陽一東京大学教授が講演し、

「1954年の自衛隊発足や1980年代前半の中曽

根首相の『不沈空母発言』など、軍事力を強

めていくいった時期

には必ず教育に対す

る政治の介入があっ

た」こと、集団的自

衛権を行使しようと

する安倍首相が「教

育再生」を掲

て政治が教育に介入

しようとするのは、

これまでの動きと同

じことと述べました。

参加した組合員の感

想を紹介します。

○教育を取り巻く環

境は戦後最大の危機

に直面しています。

集会に参加して、同じように感じ、何とかし

ようと思っている人が沢山いることを実感し

ました。高校生の「学力は知識だけではでな

く、学ぼうとする意欲も大切だ」という意見

にも感動しました。

パレードでは通行人が声を掛けてくれた

り、手を振ってくれたりしたことにも励まさ

れました。この思いを少しでも広げていきた

いです。

○東京は桜が咲いていて、とても平和な雰

囲気なのに、なぜ安倍首相は戦争をする 国

にしようとしているのか、まったくわかりま

せん。38年間県立学校の教員として働いてき

て、定年を迎えようとしている時に、こんな

ことで東京に、集会のために来たくはありま

せんでしたが仕方ありません。徹底的に闘う

までです。抑止力といいますが、脅して逆ら

うなという抑止力（核兵器、銃などの武器を使っ

て）ではなく、仲のよい友だちだからお互い

殺し合うなんてバカバカしいという抑止力を

使おうではありませんか。

「日本が攻撃を受ければ米国の若者が血を

流す。しかし今の憲法解釈では、自衛隊は米

国が攻撃された時に血を流すことはない。」

4月17日付「東

京新聞」で紹介

された安倍首相

の言葉です。

自らの手で教

育基本法を「改

正」した安倍首

相ですが、この

「改正」だけで

は、先の言葉の

ように十分とは

考えていないようなのです。

また記事では、「首相は国のために死ぬこ

とを促し、邪魔な教師を排除しようとしたの

にそうなっていない。公明党が基本法に『仕

掛け』を仕組んだからだ」という早稲田大の

西原博史教授（憲法学）の指摘も紹介してい

ます。「邪悪な教師を排除」するために導入

した（と思われる）「免許更新制」も、首相

の思惑どおりに運用されていないことも不満

に感じていることでしょう。

「一旦緩急アレバ義勇公ニ報ジ…」。教育

勅語のこの言葉によって、多くの「教え子」

を死なせてしまった取り返しのつかない歴史

があります。そんな歴史を繰り返させない、

それが私たちの覚悟です。
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「改正（教育）基本法に首相不満」 4月17日付「東京新聞」が報じる！

「戦争できる国づくり」には「戦争に行ける人づくり」も必要…

武器輸出もなし崩しに。「東京新聞」4/2付
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４月に採用された新規採用教職員の中から

全栃木教職員組合への加入が続いています。

他県の全教組織に加入していて、栃木でもや

はり全教運動に参加したいと加入した女性。

臨時採用で働いていたときに組合員と同じ職

場で働き、組合が採用試験問題などを交渉で

取り上げてくれたことなどに納得して加入

した男性。新規採用者全員に送った加入の呼

びかけを読み、組合へ加入届を送ってくる新

規採用者も十数名になっています。

加入の呼びかけでは私たちの活動の成果を

知らせました。この中には他の組織も要求と

して掲げているもの、例えば採用試験受験年

齢の引き上げもあります。しかし、私たちは

雇用契約法など一般的に年齢によって採用で

差別してはならないという法的な根拠を示し

て、県教委と交渉しています。健康診断書提

出が２次試験合格後になってはいますが、こ

れも法が求めるものとはなっていません。

県の財政状況を考えれば、手当等の改善は

難しいことは私たちも認識しています。そん

な状況でもあるにもかかわらず、臨時採用者

に対する社会保険継続も継続させることがで

きました。これも栃木県では小さな組合でも、

全教として全国的に取り組んだからこそ実現

できた成果だと思います。

組合員であることを理由に

差別することは許されません

憲法第28条は「勤労者の団結する権利及び

団体交渉その他の団体行動をする権利は、こ

れを保障する。」と定めています。この規定

によって労働組合はつくられ、交渉や団体行

動を行うことが認められています。中学校の

社会科で国民すべてが学んできたことです。

労働者一人一人では企業に対抗できないけれ

ど、団結すれば企業と同等に交渉ができると

…。労働者の賃金が上がると当然のこととし

て企業の収益は減ります。企業としては労働

組合がなければ賃上げは抑制でき、労働条件

も企業で決められるので、労働組合を敵視し

たがります。だから憲法は労働者の団結権を

保障し、組合に対する介入などは行ってはな

らないと定めているのです。

組合への加入はホームページからもできる

ようになっています。私たちの労働条件の改

善は子どもたちの学ぶ条件の改善にもなりま

す。栃木の教育をさらに発展させるために、

多くの教職員が全栃木教職員組合に加入され

ることを望みます。

共済組合等の施設利用に校長印は不要！
これまで私用で共済組合等の施設を利用す

．．

る場合、そのことを校長が証明する「指定施

設利用券」を持参することとされていました

が、公立学校共済組合栃木支部は３月２０日

付文書で、14年度からこの「指定施設利用券」

を廃止することを通知しました。

県教委は私たちとの2012年の交渉で、「指

定施設利用券」は「私用であることを証明す

るために校長印を押させている」という回答

をしていましたが、昨年の交渉で「校長印は

求めない」と回答しました。これでようやく

他県並みの扱いになりました。

なお、３月２５日には「ホテルたかはら」

廃止の通知が出されました。栃木県から共済

組合の施設がなくなることになります。県教

委による福利厚生は、最近ではほとんど行わ

れなくなり、教育福祉振興会も県の補助金が

廃止されたことにより給付水準は引き下げら

れ、福利厚生とは呼べない内容にになってい

ます。脱退することも自由です。ホームペー

ジ（http://www8.ocn.ne. jp/~tkfs/）で給付内容

の確認や手続きの説明があります。

４月から下の表のように、通勤手当が改善

されています。改善が行われることは県教委

から11月に報告がありました。この改善は県

職員労働組合との交渉で妥結されたもので、

３月27日に条例が改正されました。

通勤手当は条例に基本額が定められていま

す。この基本額に加算をして手当の額が決ま

ります。

30人学級を実現してゆきとどいた教育を 教員免許更新制を廃止させよう パワーハラスメント・長時間過密労働をなくそう 教教教教 ええええ 子子子子 をををを 再再再再 びびびび 戦 場戦 場戦 場戦 場 にににに 送送送送 る なる なる なる な

『新聞 全教』付録 NO.165 2014年4月25日

通勤手当が改善されました

以上 未満 条例基本額 加算額
14年度通勤手当 13年度通勤手当

改善額

2km～ 4km ¥2,000 ¥0 ¥2,000 ¥2,000 ¥0

4 ～ 6 ¥4,100 ¥0 ¥4,100 ¥4,100 ¥0

6 ～ 8 ¥4,100 ¥1,060 ¥5,160 ¥4,910 ¥250

8 ～ 10 ¥4,100 ¥2,530 ¥6,630 ¥6,310 ¥320

10 ～ 12 ¥6,500 ¥1,600 ¥8,100 ¥7,710 ¥390

12 ～ 14 ¥6,500 ¥3,080 ¥9,580 ¥9,110 ¥470

14 ～ 16 ¥8,900 ¥2,150 ¥11,050 ¥10,510 ¥540

16 ～ 18 ¥8,900 ¥3,630 ¥12,530 ¥11,910 ¥620

18 ～ 20 ¥8,900 ¥5,100 ¥14,000 ¥13,310 ¥690

20 ～ 22 ¥11,300 ¥4,170 ¥15,470 ¥14,720 ¥750

22 ～ 24 ¥11,300 ¥5,650 ¥16,950 ¥16,120 ¥830

24 ～ 26 ¥13,700 ¥4,720 ¥18,420 ¥17,520 ¥900

26 ～ 28 ¥13,700 ¥6,190 ¥19,890 ¥18,920 ¥970

28 ～ 30 ¥13,700 ¥7,670 ¥21,370 ¥20,320 ¥1,050

30 ～ 32 ¥16,100 ¥6,740 ¥22,840 ¥21,720 ¥1,120

32 ～ 34 ¥16,100 ¥8,210 ¥24,310 ¥23,130 ¥1,180

34 ～ 36 ¥18,500 ¥7,290 ¥25,790 ¥24,530 ¥1,260

36 ～ 38 ¥18,500 ¥8,760 ¥27,260 ¥25,930 ¥1,330

38 ～ 40 ¥18,500 ¥10,230 ¥28,730 ¥27,330 ¥1,400

40 ～ 42 ¥20,900 ¥9,310 ¥30,210 ¥28,730 ¥1,480

42 ～ 44 ¥20,900 ¥10,780 ¥31,680 ¥30,130 ¥1,550

44 ～ 46 ¥21,800 ¥11,350 ¥33,150 ¥31,530 ¥1,620

46 ～ 48 ¥21,800 ¥12,830 ¥34,630 ¥32,940 ¥1,690

48 ～ 50 ¥21,800 ¥14,300 ¥36,100 ¥34,340 ¥1,760

50 ～ 52 ¥22,700 ¥14,870 ¥37,570 ¥35,740 ¥1,830

52 ～ 54 ¥22,700 ¥16,350 ¥39,050 ¥37,140 ¥1,910

54 ～ 56 ¥23,600 ¥16,920 ¥40,520 ¥38,540 ¥1,980

56 ～ 58 ¥23,600 ¥18,400 ¥42,000 ¥39,940 ¥2,060

58 ～ 60 ¥23,600 ¥19,870 ¥43,470 ¥41,340 ¥2,130

60 ～ 62 ¥24,500 ¥20,440 ¥44,940 ¥42,750 ¥2,190

62 ～ 64 ¥24,500 ¥21,920 ¥46,420 ¥44,150 ¥2,270

64 ～ 66 ¥24,500 ¥23,390 ¥47,890 ¥45,550 ¥2,340

66 ～ 68 ¥24,500 ¥24,860 ¥49,360 ¥46,950 ¥2,410

68 ～ 70 ¥24,500 ¥26,340 ¥50,840 ¥48,350 ¥2,490

70 ～ 72 ¥24,500 ¥27,810 ¥52,310 ¥49,750 ¥2,560

72 ～ 74 ¥24,500 ¥29,280 ¥53,780 ¥51,160 ¥2,620

74 ～ 76 ¥24,500 ¥30,760 ¥55,260 ¥52,560 ¥2,700

76 ～ 78 ¥24,500 ¥32,230 ¥56,730 ¥53,960 ¥2,770

78 ～ 80 ¥24,500 ¥33,700 ¥58,200 ¥55,360 ¥2,840

80 ～ ¥24,500 ¥35,180 ¥59,680 ¥56,760 ¥2,920

新 規 採 用 者 が 全 教 栃 木 に 加 入 ！
全栃木教職員組合に加入して、教育条件や労働条件改善に取り組みましょう。

全栃木教職員組合の活動の成果

・３月31日に任用が切れる臨時採用教員の社会保険継続。

・県立高校の産前・産後休暇代替には非常勤教員ではなく、常勤の教員を配置。

・採用試験の選考基準の公表。

・採用試験時の健康診断書提出を２次試験合格後に。

・採用試験の受験年齢の引き上げ（40歳未満から45歳未満）。

・市町採用教員の年次有給休暇取得が認められる。

・地区中体連主催の大会生徒引率も、県大会同様出張扱い。


